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平成３０年度コスト算定に用いる入力値の見直しの概要 1

■ 基本的考え方

（１）使用データ

令和元年度接続料の算定に用いた入力値等により最新のデータに更新。一部、フォワードルッキング性を考慮。

（２）算定に用いるモデル

第七次ＬＲＩＣモデルを使用。

■ 入力値の見直し方法

入力値項目 見直し方法

接続料算定に用いる入力値と共通の入力値項目

（１）実績値ベースのもの

ケーブルの単価、各種設備の対投資額比率、報酬率 等

最新のデータに更新するため、令和元年度接続料の
算定に用いた入力値（平成２９年度実績値ベース）を
適用。
⇒ 資料３－２ １ページ参照

（２）フォワードルッキング性を考慮したもの

ケーブルの施設保全費 等

平成２９年度実績値を基に入力値を推計。
⇒ 資料３－２ ４ページ参照

（３）経済的耐用年数の推計を行ったもの

メタルケーブル、伝送装置、公衆電話の経済的耐用年数 等

平成３０年度接続料の算定に用いた経済的耐用年
数を適用。
⇒ 資料３－３参照

コスト算定のために追加的に必要となる入力値項目

○緊急通報に係るもの
専用線月額基本回線料、一般専用収支率 等

○第一種公衆電話に係るもの
公衆電話端末１回線当たり施設保全費、公衆電話単価 等

事業者からの提案値を基に検討。
⇒ 資料３－２ ４ページ参照



合算番号単価等の推移 2

認可年度
（コスト年度）

H18年度
（17）

H19年度
（18）

H20年度
（19）

H21年度
（20）

H22年度
（21）

H23年度
（22）

H24年度
（23）

H25年度
（24）

H26年度
（25）

H27年度
（26）

H28年度
（27）

H29年度
（28）

H30年度
（29）

合算番号単価

（月・番号）
７円 ６円 ８円 ８円 ７円

前半：５円

後半：３円
３円 ３円 ２円

前半：２円

後半：３円

前半：２円

後半：３円
２円

前半：２円

後半：３円

補
填
対
象
額

（百
万
円
）（※

）

加入電話
（基本料）

12,011 9,243 13,787 14,493 10,953 7,081 3,503 2,975 2,970 2,958 3,139 2,887 2,794

加入電話
(緊急通報)

83 73 62 60 49 51 40 44 53 60 57 61 37

第一種
公衆電話

3,083 4,245 4,191 4,261 4,193 3,974 3,820 3,861 3,862 3,742 3,732 3,572 3,713

合計 15,178 13,561 18,040 18,814 15,195 11,106 7,363 6,880 6,885 6,760 6,927 6,520 6,545

算
定
方
式

適用モデル 第３次モデル 第４次モデル 第５次モデル 第６次モデル
第７次
モデル

ベンチマーク 全国平均 全国平均＋２σ

IP補正 － 加入電話から光ＩＰ電話へ移行した回線数を加入者回線数に加算

NTSコスト付替え
（ユニバ側）

１／５ ２／５ ３／５

ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト

３／５ ２／５ １／５ ０／５

その他ＮＴＳコスト

４／５ ５／５

（※） 補填対象額は、NTT東日本・西日本の合計（各年度の認可ベースの額）



（参考） コスト算定上の留意点 3

■ ＮＴＳコストの付替え

ＮＴＳコストは基本料の費用範囲の中で回収することが原則であるところ、当該コストのうちき線点RT-GC間伝送路コスト※につい

ては、利用者負担の軽減の観点から当分の間の措置として、その１００％を接続料原価に算入。
※き線点ＲＴとＧＣ間の伝送路のうち、ＲＴ設置局（実網におけるＲＴ設置局に限る。）とＧＣ間に設置されるもののコスト。

■ IP補正回線数の加入者回線数への加算（ＩＰ補正）

加入電話から光ＩＰ電話への移行の進展によって、加入電話の回線数が減少し補填対象額が減少する一方で、高コスト地域にお

ける加入電話の維持コストは減少しないため、ユニバーサルサービスの維持が困難となるおそれがある。こうした課題への対応とし

て、従来のコスト算定方法を踏襲しつつ、加入電話から光ＩＰ電話へ移行した回線数を加入者回線に加算した上で、加入電話の補

填対象額を算定。

■ 接続料が設定されている設備の費用の補正

接続料が設定されている設備の費用に関しては、①ＮＴＴ東日本・西日本の利用部門と競争事業者は当該設備の利用にあたっ

て同額の接続料を支払うこと、②ＮＴＴ東日本・西日本の管理部門は当該設備の費用回収が保障されていることを踏まえて補正を

実施。

具体的には、加入者回線のコストは、NTT東日本・西日本の営業区域内において、接続料の設定されている範囲で合算した費

用及び通信量を用いてそれぞれ均一化。また、当該設備の設備量算定に当たっては、加入電話及びＩＳＤＮの回線数にドライカッ

パ電話サービスの回線数を加えて計算。



（参考） ＮＴＳコストの範囲 4

主な設備 主な機能

① き線点遠隔収容装置

（き線点ＲＴ）

・メタル回線を収容する機能

・呼出信号の送出等の機能

・光信号／電気信号変換等機能

②中継伝送路等

（き線点ＲＴ－ＧＣ間）

・光ファイバで通信を伝送する機能

－ FRT由来のリピータ

－ 中継光ケーブル

－ 中継系管路 等

③加入者ポート

（ＳＬＩＣ）

・メタル回線をＧＣ交換機に収容する機能

・呼出信号の送出等の機能

④半固定パス接続装置

（ＬＸＭ）

・光ファイバにより伝送される通信を複数
の交換機に振り分ける機能

⑤主配線盤、光ケーブル
成端架

（ＭＤＦ、ＣＴＦ）

・局内ケーブルを収容するための配線盤

※ 端末回線伝送機能は、当初よりＮＴＳコストとの位置付け。いわゆるＮＴＳコストは、

平成17年度接続料算定時より、接続料原価からの段階的控除が開始された部分。

（き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、平成20年度より、段階的に接続料原価へ付

替え。）

○ ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路（下図②）のコストは、情報通信審議会答申（平成19年３月）を踏まえたユニ

バーサルサービス制度の補填対象額算定方法の見直しにより、接続料原価に算入されている。

モデル上のネットワーク構成概要

TS
②中継伝送路等
（き線点ＲＴ－ＧＣ間）

①き線点

RT

①き線点

RT

ＧＣビル

③ＳＬＩＣ③ＳＬＩＣ

端末回線伝送

ＲＴビル

⑤ＭＤＦ⑤ＣＴＦ⑤ＭＤＦ ⑤ＣＴＦ

NTS③ＳＬＩＣ

加入者交換機

⑤ＣＴＦ

④ＬＸＭ
③ＳＬＩＣ

局設置RT

端末系交換

④
Ｌ
Ｘ
Ｍ

⑤ＣＴＦ



（参考） ＮＴＳコストの接続料原価への付替え 5

平成２０年度以降の接続料算定の在り方について 答申（平成19年9月）

○（ＮＴＳコストのうち）き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、あくまでも当分の間の措置として、
従量制接続料の原価に算入し、ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本の利用部門を含む接続事業者
が公平に負担するという形にすることもやむを得ない。激変緩和措置として、平成２０年度
をベースとして毎年度２０％ずつ接続料原価に算入することが適当。

長期増分費用方式に基づく接続料の平成２３年度以降の算定の在り方について 答申
（平成22年9月）

○（き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの扱いについては）利用者負担軽減の観点から、あくま
でも当分の間の措置として、引き続き段階的付替えを行うことによって、従量制接続料の
原価にその１００％を算入することもやむを得ない。

長期増分費用方式に基づく接続料の平成２５年度以降の算定の在り方について 答申
（平成2４年9月）

○ （き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの扱いについては）利用者負担軽減の観点から、あく
までも当分の間の措置として、引き続き従量制接続料の原価にその１００％を算入すること
もやむを得ない。（局設置ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コストについては、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送
路コストと同様の扱い。）

長期増分費用方式に基づく接続料の平成２８年度以降の算定の在り方について 答申
（平成27年9月）

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、利用者負担の抑制の観点から、引
き続き従量制接続料の原価にその１００％を算入することはやむを得ない。

○ ＮＴＳコストのうちき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストについては、ユニバーサルサービス制度との関係から、利用者負担を軽減

するため、平成20年度以降、接続料原価に付替えを行っているところ。

平成１７年度以降の接続料算定の在り方について 答申（平成16年10月）

○通信量の減少傾向が継続することが共通の理解となっている現時点においては、ＮＴＳ
コストを接続料原価から控除することが必要。
○ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本の基本料収支に過度の影響を与えないためには、ＮＴＳコスト
を5年間で段階的に接続料原価から除き、基本料に付け替えることが適当。

ＮＴＳコストの接続料原価への算入額推移

3,484億円

2,620億円 （3,275億円）

398億円

268億円

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

H12

H16

H17

H23

H24

H25

（ＮＴＳコスト総額）

（2,662億円）

（3,484億円）

H20

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト

ＮＴＳコスト

H26

H27

H28

412億円

364億円

464億円※

（1,654億円）

（1,433億円）

（1,406億円）

416億円※ （1,237億円）

388億円※ （1,131億円）

327億円※ （1,016億円）

366億円 （2,407億円）

436億円 （2,136億円）

H21

H22

※ 局設置FRT-GC間伝送路コストを含む。

H29 289億円※ （943億円）

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト以外のＮＴＳコスト

H18

H19

H30 266億円※ （862億円）

R元 248億円※ （789億円）

平成31年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用の在り方について
答申 （平成30年10月）

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは基本料の費用範囲の中で回収することが原則であり、
「固定電話網の円滑な移行の在り方 二次答申」で提言されているユニバーサルサービス
制度の検討の後に、当該コストの扱いについて、見直しを行うべき。



（参考） ＩＰ補正の概要 6

情報通信審議会答申 「ユニバーサルサービス制度の在り方について」 （平成20年12月16日）

第２節 コストの算定・負担方法

オ ＩＰ化の進展に伴うコスト算定方法の見直し

従来のコスト算定方法を踏襲しつつ、次期（平成24年度以降）の状況も見据えた補正方法であり、また、ＩＰ化の

進展に対する中立性も確保しうることを勘案して、加入電話から光ＩＰ電話へ移行した回線数を加入者回線数に

加算するというコスト算定方法上の補正を行うことが適当。

メタル加入者回線コスト
（平均コスト）

光IP電話
の回線数
を加算

光ＩＰ電話

高コスト地域の回線数
が光IP電話への移行に
よる影響を受ける前の
状態まで増加

補てん対象額が
増加

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

NTSコスト（地域別）

4.9%

ＮＴＴ東西の加入電話

ベンチマーク水準（補正前）

ベンチマーク水準（補正後）

ベンチマーク水準が光IP電話へ
の移行による影響を受ける前の
状態まで低下

①

④

③

②

①回線数が減少

ＮＴＴ東西の加入電話

4.9%

加入者回線コスト
（平均コスト）

NTSコスト（地域別）

②ベンチマーク
水準が上昇

IP電話や
他社直収
電話に
移行

補てん対象額
が減少

ＮＴＴ東西の加入電話

4.9%

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

加入者回線コスト
（平均コスト）

NTSコスト（地域別）

全国平均コスト

ベンチマーク水準

高コスト地域
の回線数

補てん
対象額

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

＜ＩＰ化の進展に伴うコスト算定方法への影響＞ ＜補正方法＞

補填
対象額

補填対象額
が減少

補填対象額
が増加



（参考） IP補正の考え方 7

○ IP補正（加入電話から光ＩＰ電話へ移行した回線数を加入者回線数に加算するというコスト算定方法上の補正）を

行う際には、低コスト地域、高コスト地域に関わらず、収容局ごとに行う。

PSTN光IP

収容局Ａ（低コスト地域）

補正の際に
加入者回線数に加算

PSTN光IP

収容局Ｂ（高コスト地域）

補正の際に
加入者回線数に加算

メタル加入者回線コスト
（平均コスト）

光IP電話
の回線数
を加算

光ＩＰ電話

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

NTSコスト（地域別）

4.9%

ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話

ベンチマーク水準（補正前）

ベンチマーク水準（補正後）

収容局
ビルA

収容局
ビルB

補填対象額が
増加

高コスト地域の回線数
が光IP電話への移行に
よる影響を受ける前の
状態まで増加

ベンチマーク水準が光IP電話へ
の移行による影響を受ける前の
状態まで低下


